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議案第４１号 

市有財産の処分について 

下記の市有財産を処分することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年龍ケ崎市条例第１２号）

第３条の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年２月２７日提出 

龍ケ崎市長 萩 原  勇 

 

記 

 

１ 土 地 の 概 要  (1) 所在地番 龍ケ崎市字光順田１７３６番地 

                 龍ケ崎市大徳町字上羽根木１２３９番２ 

                 龍ケ崎市大徳町字上戸井耕地７４８番 

          (2) 地  目 学校用地 

          (3) 面  積 ２８，９１８．００㎡（実測面積 ２９，８８４．４９㎡） 

 

２ 建 物 の 概 要  (1) 種  別 校舎、体育館、プール付属棟、プール及び自転車置場 

          (2) 面  積 １０，１１０．４７㎡ 

 

３ 処 分 価 格  ２８１，６８８，６００円 

 

４ 処 分 の 方 法  随意契約 

 

５ 処分の相手方  茨城県つくば市吾妻２丁目４番地１ 

          大和ハウス工業株式会社茨城支店 

          支店長 八友 明彦 
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